
令和７年分の
所得税・市県民税の
申告をお願いします

相談受付時間  午前９時～正午、午後１～４時

　西大寺税務署またはママカリ
フォーラムの会場で申告をしてくだ
さい（詳細は７ページに掲載）。
　・青色申告
　・消費税及び地方消費税の申告
 ・過年分の所得税の申告
　・住宅借入金等特別控除の申告
　・株式・土地等の譲渡所得の申告
　・本人死亡の場合の申告

開催日 地区 会場　
　
　
　
　
　
　

２
月

16 日（月）　 服部

ゆめトピア長船
２階大ホール

17 日（火）　 福岡

18 日（水）　 福里・土師

19 日（木）　 東須恵・西須恵・飯井・牛文・磯上

20 日（金）　 八日市・長船

24 日（火）　 鹿忍・千手
牛窓町公民館
３階大会議室25 日（水）　 牛窓

26 日（木）　 長浜

27 日（金）　 福谷・虫明 裳掛コミュニティセンター　
　
　
　
　
　
　
　

３
月

２日（月）　 上笠加・下笠加・箕輪・北池

瀬戸内市役所
２階大会議室

３日（火）　 大富・福山・向山・北島

４日（水）　 尻海・庄田

５日（木）　 東谷・豊原・大窪

６日（金）　 尾張・山手・豊安

９日（月）　 山田庄

10 日（火）　 本庄・上山田・下山田

11 日（水）　 豆田・福元・百田・宗三・福中

12 日（木）　 地区指定なし

13 日（金）　 地区指定なし

16 日（月）　 地区指定なし

市の会場では、
以下の相談を
お受けできません

確定申告書等
作成コーナー▶

申告期間は

　市では、所得税と市県民税の申告相談会場を地区別に設けます。申告相談を希望する人は、申告相談会場地区別日程表
を確認の上、必要な書類を準備して会場にお越しください。

　申告書の作成は、自動計算で
簡単・便利な国税庁ホームペー
ジの「確定申告書等作成コー
ナー」をぜひご利用ください。

e-Tax で
自宅からいつでも申告可能！

２/16
～ ３/16　

申告相談会場地区別日程表

詳しくはこちら

● 混雑状況などによって受付終了時間を早める場合があります。　
● ４カ所の申告会場がありますが、開いている会場は常に１カ所だけです。
● 作成した申告書の提出のみの場合は、税務課、各支所、出張所でも受け付けます。

月

月

令和８年度の申告分から個人住民税の電子申告がスタート

　個人住民税の申告について、令和８年度分（令和7年分の所得等に対する申告）から電子申告が開始されます。
　スマートフォンやパソコンで、マイナンバーカードを利用して、eLTAX（エルタックス）から申告手続きが可能とな
ります。

■ eLTAX（エルタックス）とは？
　地方税ポータルシステムの呼称で、インターネットを利用し、地方税における手続きを電子的に
行うシステムです。なお、マイナンバーカードがない場合は、eLTAXでの電子申告ができないため、
市ホームページから様式をダウンロードの上、自身で作成して提出するか、市が開設する申告相談
会場で申告してください。
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eLTAX 電子申告システム
特設サイト

　税務課　☎０８６９-２２ - １１１４問

申告が必要かどうか確認しましょう
　下記に該当していない場合も申告が必要な場合があります。
医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除などの所得控除は、申告をしないと控除が
受けられません。また、申告をしないと所得・課税証明書が発行できないことがあります。

□ 本人確認書類（どちらも持参してください）
　・本人のマイナンバーを確認できる書類
　・記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる
　書類
※ご自身が持参するスマートフォンでの申告を希望する場
　合は次のパスワードを持参してください。
①利用者証明用電子証明書（数字４桁）
②署名用電子証明書（英数字６～ 16 文字）

□ 税務署から送付された申告書や「確定申告のお知らせ」
　はがきなど

□ 給与、雑所得（公的年金や個人年金など）、一時所得（生
　命保険や損害保険の満期など）、配当所得などの源泉徴
　収票や支払調書

□ 営業、農業、不動産などの収入がある人は、収支内訳
　書（事前に記入するなどの準備をしてください）
　
□ 国民年金保険料や国民年金基金の掛け金の控除証明書
　など納付額が分かるもの（日本年金機構から事前に送付
　される「国民年金保険料控除証明書」など）

□ 生命保険料、地震保険料の控除証明書

□ 医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書（あら
　かじめ、ご自宅などで作成をお願いします。明細書に記
　載した領収書は、自宅で５年間保管してください）

□ 寄附金控除を受ける人は、寄附金控除証明書

□ 税の還付を受ける人は、本人の預金口座が分かるもの

□ 身体障害者手帳や療育手帳など

□ 国民健康保険税、任意継続健康保険料、介護保険料な
　どの控除証明書等納付額が分かるもの

□ e-Tax を利用したことがある人は利用者識別番号が分か
　るもの

※初めて「住宅借入金等特別控除」を受ける人、青色申告、
　消費税（地方消費税）申告、過年分の所得税の申告、譲
　渡所得申告、本人死亡の場合の申告をする人は税務署に
　お問い合わせください。

■営業、農業、不動産などの所得がある人で、昨年１年
　間の合計所得金額が、基礎控除、配偶者控除、扶養控
　除などの所得控除の合計額を超える人

■医療費控除、寄附金控除、雑損控除、住宅借入金等特別
　控除（１年目）などを受ける人

■土地、建物などを売った人

■給与の年収が 2,000 万円を超える人、複数から給与の
　支払いを受けている人、年末調整した給与所得以外の
　所得が 20 万円を超える人

■公的年金などに係る雑所得の金額から所得控除を差し
　引くと、残額がある人

※公的年金等の収入金額が 400 万円以下で、かつ、公的
　年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が 20 万円以
　下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定
　申告は不要です。ただし、還付の申告をすることはで
　きます。また、市県民税の申告は必要な場合があります。

※生命保険や損害保険の満期・解約保険金も一時所得と
　して申告が必要な場合があります。

令和元年分申告から、申告書を確定申告会場で電子送信
した場合に限り、第三者作成書類（生命保険料控除証
明書など）の提出は不要となりました。入力した書類は、
確認などのため必要となる場合がありますので、ご自
宅などで５年間保管をお願いします。

所得税の確定申告が必要な人

　令和８年１月１日時点で瀬戸内市内に住所がある人は
原則として、市県民税の申告が必要です。次の要件に該
当する人は申告をしてください。ただし、所得税の確定
申告をした人は必要ありません。　

■給与所得者で、年末調整をされなかった給与の収入金
　額と各種の所得金額との合計額が 20 万円以下の人
※所得税の確定申告は不要ですが、市県民税では所得の
　多少にかかわらず申告しなければなりません。

■公的年金等の受給者で、社会保険料控除（国民健康保
　険税、介護保険料など）、生命保険料控除などの各種控
　除を受けようとする人（所得税のかからない人）

■営業、農業、不動産などの所得がある人で、昨年１年
　間の合計所得金額が所得税の所得控除合計金額より少
　ない人（所得税のかからない人）

市県民税の申告が必要な人

所得の種類や受ける控除により異なります
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申告に必要なもの
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控
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控
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れ
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31
日

▽
申
請
方
法
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害
者
控
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認
定
書
交

付
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書
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き
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長
船
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牛
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裳
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出

張
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ー
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ー
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ー
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要
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提
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て
く
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さ
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障
害
者
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象
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定
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に
は
約
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日
か
か
り
ま
す
。

※
令
和
７
年
12
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31
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者
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持
っ
て
い
る
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手
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よ
り
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者
控
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け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

い
き
い
き
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、
裳
掛
出
張
所

　

い
き
い
き
長
寿
課

☎
０
８
６
９-

２
４-

８
８
６
９

問 申

申告申告やや税税などなどに関するに関する
　　　　情報情報ああれれここれれ

問
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問問
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算
定
に
か
か
る
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告

 「
一
時
所
得
」「
雑
所
得
」
の
申
告

 

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
の

 

障
害
者
控
除

　税務課　☎０８６９-２２ - １１１４問

Q

Q

A

A

廃車などの手続きは３月末までに

　市税の納付には、便利で確実な口座振替（自動払込）
制度をご利用ください。納期ごとに金融機関などへ出
向かなくても、自動的に預貯金から納税できます。忙
しい人、留守がちの人には特に便利です。
　手続きは、税務課、各支所・出張所、市内の金融機
関の窓口で随時受け付けています。口座番号を確認で
きるものと通帳印を持参し、窓口に備え付けの口座振
替依頼書を提出してください。
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市税の口座振替をご利用ください

　軽自動車税（種別割）は、４月１日の所有者（使用者）に課税されます。廃棄、譲渡などをして現在所有していな
い車両は、下表により３月末までに廃車または名義変更の手続きをしてください。

問税務課　☎０８６９-２２ -１１１４

２月 16 日（月）～３月 16日（月）※土日祝は除く
【西大寺税務署】確定申告会場開設期間

車種 手続き場所・問い合わせ先 手続きに必要なもの

三輪四輪の軽自動車
軽自動車検査協会岡山事務所
岡山市北区久米１７７-３
☎０５０ - ３８１６ - ３０８４

自動車検査証、住民票、ナンバープレート（廃
車時）など

※手続き内容によっては上記以外にも必要な
　ものがありますので、事前に問い合わせ先
　へ確認することをおすすめします。

軽二輪（125cc を超え 250cc まで）、
二輪の小型自動車（250cc を超え
るもの）

中国運輸局岡山運輸支局
岡山市北区富吉５３０１-５
☎０５０ - ５５４０ - ２０７２

原動機付自転車（125cc 以下の二
輪車）、小型特殊自動車（農耕用・
その他）

■ 手続き場所
　税務課、牛窓支所、長船支所、
　裳掛出張所
■ 問い合わせ先
　税務課  ☎０８６９ - ２２ - １１１４

■ 名義変更（市内同士の場合）
　譲渡証明書、標識交付証明書（標識交付申
請書に必要事項を記載したものも可）
■ 廃車
　ナンバープレート、標識交付証明書
※いずれの手続きも運転免許証などの本人確
　認書類が必要です。

西大寺税務署からのお知らせ
▽相談時間　午前９時～午後５時（受付は午前８時 30 分～午後４時）

▽会　　場　西大寺税務署（岡山市東区西大寺中２ｰ 24 ｰ 13）
※来場の際は、公共交通機関をご利用ください。
※上記の開設期間は、ママカリフォーラム（岡山市北区駅元町 14-1）でも相談できます。

■確定申告会場では、原則としてご自身のスマートフォンを利用して確定申告書などを作成するため、マイ
　ナンバーカードとマイナンバーカード取得時に設定した次のパスワードを必ず持参してください。
　①「利用者証明用電子証明書」（数字４桁）
　②「署名用電子証明書」（英数字６～ 16文字）

■申告会場への入場には入場整理券が必要です。次のいずれかの方法で取得できます。
　① LINE アプリによるオンライン事前発行
　　来場希望日の 14 日前から申し込み可能です。
　②当日配布する入場整理券による当日予約
　　当日の配布状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。

国税庁 LINE 公式
アカウント

確定申告書等作成コーナーの操作方法
などを動画で案内しています。

問　税務課　☎０８６９-２２ -１１１４

動画で見る確定申告

チャットボット「ふたば」

質問を入力するか、メニューから質問
項目を選択すると、AI（人工知能）を
活用して自動で回答を表示します。

申告で困ったときは…




